
別府市公告第 206号 

  次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６第１項及び別府市契約事務規則（平成２年別府市

規則第４６号）第２２条の規定に基づき公告する。 

 

  平成２８年 ６ 月 ７ 日 

                        

別府市長 長 野 恭 紘 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）件   名  別府市役所本庁舎改修に係る基本方針策定支援委託業務 

（２）委託業務場所 別府市上野口町１番１５号外 

（３）契約期間   契約締結日～平成２９年３月２１日（火） 

（４）概 要  別紙仕様書のとおり 

（５）契約の方法  一般競争入札 

（６）最低制限価格 設定する。（今回の契約内容の主旨に基づき最低制限価 

格の基準等については、別府市建設工事に関する業務委 

託契約に係る最低制限価格制度試行要領（平成２５年別 

府市告示第８０号）に準じることとする。） 

 

２ 競争入札参加資格 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当せず、かつ、同条

第２項の規定に基づく別府市の競争入札参加資格制限を受けていない者で

あること。 

（２）別府市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資

格及び資格審査の時期に関する告示（昭和６０年別府市告示第２６９号）

の規定により資格の認定を受けている者で、有資格者名簿に業種コード「０

０２００１：建築コンサルタント建築一般」にて登録されている者である

こと。 

（３）公告日から入札予定日の前日までの間のいずれの日においても別府市が

発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に

対する指名停止等措置要領（昭和６０年別府市告示第７６号）の規定に基

づく指名停止期間中でないこと。 

（４）入札予定日以前３箇月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡

りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事

実がある者でないこと。 



（５）会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第

８７号）第６４条の規定に基づく改正前の商法（明治３２年法律第４８号）

第３８１条（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０７

条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定に

基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法（平成１６年法律第７５号）

第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始

の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に

基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づ

く更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申

立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認

可の決定が確定したものを除く。）でないこと。 

（６）公告日を基準として過去５年の間に事務所移転計画立案、移転マネジメ 

ント業務等、対象案件と同種かつ同規模以上の契約の履行実績があること。 

（７）沖縄県を除く九州管内に本店又は支店等（別府市との入札契約等に関す

る権限の委任を受けている者）があること。 

（８）契約に伴う業務主任技術者選任通知書における業務主任技術者の資格と

して１級建築士の資格を有すること。 

 

３ 入札手続等 

（１）担当課   

   郵便番号 ８７４－８５１１ 

   住  所 別府市上野口町１番１５号  

別府市総務部財産活用課 

   電話番号 ０９７７－２１－１１１８ 

（２）本公告内容の交付期間、場所及び方法 

  ①交付期間 

    平成２８年６月７日（火）から平成２８年６月２９日（水）までの土

曜日、日曜日及び祝日等の休日（以下「休日」という。）を除く毎日、午

前８時３０分から午後５時まで 

  ②交付場所及び方法 

    別府市総務部財産活用課において直接交付を行うほか、別府市公式ホ

ームページによるものとする。 

    http://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/nyuusatu_keiyaku/ 

（３）仕様書等の閲覧期間、場所及び方法 

  ①閲覧期間 



    （２）の①に同じ。ただし、最終日は正午までとする。 

  ②閲覧場所及び方法 

    別府市役所４階 財産活用課及び別府市公式ホームページ 

（４）仕様書等の質疑応答 

  ①仕様書等に質問がある場合には、次により仕様書等に対する質問書（様

式第４号）を持参すること。 

   ア提出期間 

     平成２８年６月７日（火）から平成２８年６月２３日（木）までの

休日を除く午前８時３０分から午後５時まで 

   イ提出場所 

      郵便番号 ８７４－８５１１   

     場  所 別府市上野口町１番１５号  

別府市総務部財産活用課 

     電話番号 ０９７７－２１－１１１８ 

  ②①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

   ア閲覧期間 

     原則として①のアの提出期間の最終日の翌日から起算して２日後ま

でに開始する。閲覧時間は午前８時３０分から午後５時までとし、最

終日は入札予定日の前日の正午までとする。但し、休日は除く。 

   イ閲覧場所 

     別府市役所４階 財産活用課及び別府市公式ホームページ 

（５）現場説明会  実施しない。 

（６）入札保証金  免除する。（別府市契約事務規則第２１条第３項第２号） 

（７）入札（開札）の日時及び場所 

  ①日  時  平成２８年６月３０日（木）  午前１１時００分 

  ②場  所  別府市上野口町１番１５号 

         別府市役所３階 入札室 

  ③入札方法等 

    入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認 

められない。 

  ④入札回数 

    原則として２回とする。 

  ⑤その他 

   ア 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の  

１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。）をもって落札価



格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者で

あるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。 

   イ 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。 

 

４ 競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料の提出、落札 

者の決定等 

（１）入札への参加を希望する者は、競争入札参加資格を確認するため競争入

札参加資格確認申請書（別紙様式第１号）、競争入札参加資格状況表（別紙

様式第２号）を提出すること。 

  ①提出日時  平成２８年６月３０日（木） 

         午前１０時から午前１０時３０分 

  ②場  所  別府市上野口町１番１５号 

         別府市役所３階入札室 

（２）入札の行われる日時及び場所において申請書等を提出しない者又は契約

担当者が競争入札参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加

することができない。 

（３）開札後は、最低価格入札者の入札額及び業者名を公表の上、当該最低価

格入札者を落札候補者とし、開札を終了する。 

（４）開札終了後、落札候補者の申請書等について審査し、落札候補者が競争

入札参加資格を有していると確認した場合には、当該落札候補者を落札者

とし、競争入札参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の

制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札

をした者（以下「次順位者」という。）の競争入札参加資格を確認した上で、

次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争入札参加資格を有して

いない場合には、順に同様の手続きを行い、競争入札参加資格を有してい

ない者が行った入札についてはこれを無効とし、その結果を通知する。 

   なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとと

もに、当該入札結果を公表する。 

（５）落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して２日（休日を除

く。）以内に行うものとする。 

   ただし、最低の価格で入札した者が競争入札参加資格を有しないと確認

された場合は、この限りでない。 

 

５ 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）競争入札参加資格がないと認められた者は、４（４）の通知の日の翌日



から起算して７日（休日を除く。）以内に、契約担当者に対して、競争入札

参加資格がないと認めた理由についての説明を書面（様式は自由）を持参

して求めることができるものとする。 

   なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

（２）（１）の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該

説明を求められた日の翌日から起算して８日以内に書面により回答する。 

（３）（１）の書面の提出場所は、３（１）の担当課とする。 

 

６ 契約保証金 

（１）免除する。（別府市契約事務規則第６条第３項第９号） 

   

７ 契約書作成の要否 

   要 

 

８ 入札の無効 

   次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者

を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

（１）入札者としての資格のない者のした入札 

（２）競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合

したと認められる者のした入札 

（３）同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

（４）同一の入札について２以上の入札者の代理人となった者のした入札 

（５）入札金額を訂正した入札 

（６）入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札 

（７）公告に示した競争入札参加資格のない者又は資料に虚偽の記載をした者

の入札 

（８）その他入札開始前の注意事項、入札に関する条件に違反した入札 

 

９ 支払い条件 

   前払金 無 

 

１０ 入札（開札）の中止等について 

   不正行為その他一般競争入札の実施に著しい支障が生じた場合は、開札

を中止し、又は延期するものとする。 

   

１１ その他 



（１）この公告に定めのない事項については、別府市役所本庁舎長寿命化等に

係る委託業務要件設定型一般競争入札実施要領（平成２８年告示第２０４

号）、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、別府市

契約事務規則その他入札契約に関する法令等の定めるところによる。 

（２）申請書等に虚偽の記載をした場合においては、別府市が発注する建設工

事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止

等措置要領（昭和６０年別府市告示第７６号）による指名停止を行うこと

がある。 

（３）契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のア

又はイのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効

にするものとする。 

   この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効

にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 

   ア 別府市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資

格を有する者に対する指名停止等措置要領（昭和６０年別府市告示第７６

号）の規定に基づく指名停止を受けたとき（別府市が発注する建設工事等

の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措

置要領の規定に基づく指名停止要件に至った場合を含む。） 

   イ 入札公告に掲げる競争入札参加資格の要件を満たさなくなったとき 

（４）契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、（３）ア又は 

イのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消ができるものとする。 

   この場合、契約担当者は落札決定の取消に伴う損害賠償の責めを一切負 

わないものとする。 

（５）契約担当者は、契約締結後において、落札者が（３）ア又はイのいずれ 

かに該当した場合は、契約の解除を行うことができるものとする。 

（６）落札者（落札候補者、最低価格入札者、仮契約者及び契約者を含む。）は、

入札後に（３）ア又はイのいずれかに該当した場合は、契約担当者に速や

かに申し出ること。 

（７）当該入札に参加しようとした者の名称並びにその者のうち当該入札に参

加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表す

る。 

（８）入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議

を申し立てることはできない。 

（９）その他不明な点は、別府市総務部財産活用課まで照会のこと。 

 

電話番号０９７７－２１－１１１８ 


